
条 例

�愛媛県条例第１号
愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。
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愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例

愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第５章 省略

第６章 県営住宅駐車場の管理（第２３条の１７―第２３条の２５）

第７章 補則（第２３条の２６―第２７条）

附則

（住宅の明渡請求）

第２３条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

入居者に対して一般県営住宅の明渡しを請求することができる。

�～� 省略

� 入居者が第１７条第３項から第６項まで及び第８項並びに第２３

条の１８第１項の規定に違反したとき。

� 省略

２～６ 省略

第２３条の１６ 省略

第６章 県営住宅駐車場の管理

（使用者の資格）

第２３条の１７ 知事が定める県営住宅の駐車場（以下「県営住宅駐車

場」という。）を使用することができる者は、県営住宅の入居者

又は第２３条の２第１項の許可を受けた社会福祉法人等であつて次

に掲げる条件を具備する者でなければならない。

� 入居者若しくは同居者又は第２３条の２第１項の許可を受けた

社会福祉法人等が自ら使用するため県営住宅駐車場を必要とし

ていること。

� 県営住宅駐車場の使用料（以下「駐車場使用料」という。）

を支払うことができること。

� 第２３条第１項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、県営住宅の入居者又は第２３条の２第

１項の許可を受けた社会福祉法人等の組織する団体で知事が適当

と認めるものは、県営住宅駐車場の使用者の資格を有するものと

する。

（使用許可の申請）

目次

第１章～第５章 省略

第６章 補則（第２４条 ―第２７条）

附則

（住宅の明渡請求）

第２３条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

入居者に対して一般県営住宅の明渡しを請求することができる。

�～� 省略

� 入居者が第１７条第３項から第６項まで及び第８項

の規定に違反したとき。

� 省略

２～６ 省略

第２３条の１６ 省略
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第２３条の１８ 前条に規定する使用資格のある者で、県営住宅駐車場

を使用しようとする者は、駐車場使用申込書を知事に提出し、そ

の許可を受けなければならない。

２ 前項の許可を受けた者は、駐車場使用申込書の記載事項の変更

をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。た

だし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り

でない。

３ 第１項の許可を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微

な変更をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事

に届け出なければならない。

（使用者の選考）

第２３条の１９ 知事は、前条第１項の許可の申請に係る自動車の数が

使用させるべき県営住宅駐車場の区画の数を超える場合は、公開

抽せんを行い、県営住宅駐車場の使用者（以下「使用者」とい

う。）及び補欠使用予定者を決定する。ただし、県営住宅の入居

者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場

合で県営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者

に優先して当該入居者に使用させることができる。

２ 知事は、前項の公開抽せんの日から次回の公開抽せんの前日ま

でに県営住宅駐車場に空きが生じたときは、同項の補欠使用予定

者の順位に従い使用者を決定する。

３ 知事は、前条第１項の許可の申請に係る自動車の数が使用させ

るべき県営住宅駐車場の区画の数を超えない場合は、当該許可の

申請をした者を使用者として決定する。

４ 知事は、前３項の規定により使用者を決定したときは、当該使

用者に対して駐車場使用決定通知書により使用開始日を明示して

通知するものとする。

（駐車場使用料）

第２３条の２０ 駐車場使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下

の額で、県営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費、管理事務

費、地代等を勘案して知事が定める。

２ 駐車場使用料は、前条第４項に規定する使用開始日から徴収す

る。

３ 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料

の額を変更することができる。

� 物価の変動に伴い、必要があると認めるとき。

� 駐車場相互の間における駐車場の使用料の均衡上必要がある

と認めるとき。

� 県営住宅駐車場の設備を改良したとき。

（使用の承継）

第２３条の２１ 使用者（第２３条の２第１項の許可を受けた社会福祉法

人等及び第２３条の１７第２項に規定する団体を除く。）が死亡し、

又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者

と同居していた者で第１７条第８項の承認を受けたものは、規則で

定めるところにより、知事の承認を受けて、引き続き当該県営住

宅駐車場を使用することができる。

（明渡しの確認）

第２３条の２２ 使用者は、県営住宅駐車場を明け渡そうとするとき

は、７日前までに知事に届け出て、住宅監理員又は知事の指定す

る者の確認を受けなければならない。

（駐車場の明渡請求）

第２３条の２３ 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合

において、県営住宅駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡
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しを請求することができる。

� 使用者が第２３条の１７に規定する資格を失つたとき。

� 使用者が不正の行為によつて県営住宅駐車場の使用の許可を

受けたとき。

� 使用者が正当な事由によらないで駐車場使用料を３月以上滞

納したとき。

� 使用者が正当な事由によらないで引き続き１５日以上県営住宅

駐車場を使用しないとき。
き

� 使用者が県営住宅駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損

したとき。

� 県営住宅駐車場の借上げの期間が満了するとき。

� 県営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるとき。

２ 前項（第７号を除く。）の規定によつて県営住宅駐車場の明渡

請求を受けた者は、速やかに当該県営住宅駐車場を明け渡さなけ

ればならない。

３ 知事は、第１項第１号から第５号までの規定に該当することに

より同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、

当該請求の日の翌日から当該県営住宅駐車場の明渡しを行う日ま

での期間について、毎月、当該県営住宅駐車場の近傍同種の駐車

場の使用料の額を超えない範囲で、当該駐車場使用料の額の２倍

に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

４ 知事は、第１項第６号の規定に該当することにより同項の請求

を行う場合には、当該請求を行う日の６月前までに、当該使用者

にその旨の通知をしなければならない。

５ 知事は、第１項第７号の規定に該当することにより同項の請求

を行う場合には、期限を定めてその明渡しを請求するものとす

る。

（損害賠償責任）

第２３条の２４ 県は、県営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故

により県営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責

めを負わない。

（準用）

第２３条の２５ 第１０条、第１２条第２項及び第３項並びに第１７条第４項

の規定は、県営住宅駐車場の管理について準用する。この場合に

おいて、第１０条及び第１２条第２項中「家賃」とあるのは「駐車場

使用料」と、同条第３項中「入居者」とあるのは「使用者」と、

「一般県営住宅に入居した」とあるのは「県営住宅駐車場を使用

した」と、「一般県営住宅を」とあるのは「県営住宅駐車場を」

と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第１７条第４項中

「入居者」とあるのは「使用者」と、「一般県営住宅」とあるの

は「県営住宅駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権

利」と読み替えるものとする。

第７章 補則

（駐車の禁止）

第２３条の２６ この条例又は他の法令に特別の定めのある場合を除く

ほか、何人も、県営住宅の敷地内に引き続き８時間以上自動車

（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定

する自動車（二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型

特殊自動車を除く。）をいう。）の駐車（道路交通法（昭和３５年

法律第１０５号）第２条第１項第１８号に規定する駐車をいう。）を

してはならない。

（罰則）

第２６条 知事は、入居者又は使用者が詐欺その他の不正の行為によ

第６章 補則

（罰則）

第２６条 知事は、入居者 が詐欺その他の不正の行為によ
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つて家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたとき

は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相

当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の

過料に処する。

つて家賃 の全部又は一部の徴収を免れたとき

は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相

当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の

過料に処する。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県営住宅管理条例（以下「新条例」という。）第２３条の２６の規定は、新条例第２３条の１７の規定により定める駐車場に係

る県営住宅について適用する。

（施行前の準備）

３ 新条例第２３条の１８第１項の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、その申請を行うことができる。

平成２０年３月２５日 発行
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